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１． 工場登録・型式確認による SGマーク表示の場合 

 

表１：製造設備基準 

 

  

製造設備 技術上の基準 

１．プレス加工設備 

（金属製乳幼児用ベッドを製

造する場合に限る。 

２．穴あけ設備 

 

３．角とり設備 

（木製乳幼児用ベッドを製造

する場合に限る） 

４．表面削り設備 

（木製乳幼児用ベッドを製造

する場合に限る） 

５．研磨設備 

（木製乳幼児用ベッドを製造

する場合に限る） 

６．縫製設備（ネットを使用す

る乳幼児用ベッドを製造す

る場合に限る） 

７．組立設備 

 

ただし、プレス加工の製造

技術の状況から製造すること

が適切であると一般財団法人

製品安全協会が認める者から

プレス加工が行われた金属製

ベッドの枠の供給を受ける者

であって一般財団法人製品安

全協会が求める者は、プレス

加工設備を備えることを要し

ない。 

１．適切にプレスができること。 

 

 

２．適切に穴があけられること 

 

３．適切に木材の角がとれること 

 

 

４．適切に木材の表面を削ることができること 

 

 

５．適切に木材の表面を研磨することができること。 

 

 

６．適切に縫製ができること 

 

 

７．適切に組立ができる作業工具等の設備を備えているこ

と。 
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表２：検査設備基準 

 

検査設備 技術上の基準 

１．構造試験設備 

 

 

 

 

２．試験設備 

 

 

 

 

３．繰り返し落下衝撃試験設備 

 

 

 

 

 

４．側方荷重試験設備 

 

 

 

 

５．衝撃試験設備 

 

ただし、繰り返し落下衝撃試

験技術の状況により試験する

ことが適切であると一般財団

法人製品安全協会が認める者

に定期的に繰り返し落下衝撃

試験を行わせるものであって

一般財団法人製品安全協会が

認める者は、繰り返し落下衝撃

試験設備を備えることを要し

ない。 

１．鋼製直尺（最小読み取り値が１ミリメートル以上で、

１メートルまで測定することができるもの）並びに直

径が５ミリメートル、２５ミリメートル及び８５ミリ

メートルの通りゲージ又はノギス（１００ミリメート

ルまで測定できるもの）を備えていること。 

２．１５キログラム、２０キログラム及び３０キログラ

ムのおもり又はばねばかり（最小読取値が４．９ニュ

ートン以上で、２９４．２ニュートンまで測定するこ

とができるもの）並びに質量３０キログラムの砂袋２

個（直径が約３０センチメートルのもの）を備えてい

ること。 

３．繰り返し落下衝撃試験装置（砂袋をベッド上２０セ

ンチメートルの高さから毎分５回以上８回以下の回

数でベッド上に落下させることができるもの）及び１

０キログラムの砂袋（直径約２０センチメートルのも

の）を備えていること。 

４．側方荷重試験装置（左右妻枠の上さんの外側面に２

９４．２ニュートン以上の荷重を交互に繰り返し加え

ることができるもの）及びばねばかり等（最小読取値

が４．９ニュートン以上で２９４．２ニュートンまで

測定することができるもの）を備えていること。 

５・衝撃試験装置（砂袋を上さんの上方１メートルの高

さからつるし、上さんに５０センチメートル離した位

置から衝撃を加えることができるもの）及び１０キロ

グラムの砂袋（直径約２０センチメートルのもの）を

備えていること。 
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表３：型式区分（ロット認証と共通） 

 

  

  

要素 区分 

種類 （１）ベッド専用のもの 

（２）サークル兼用のもの 

（３）その他のもの 

本体の材質 （１）木製のもの 

（２）金属製のもの 

（３）その他のもの 

枠の構造 （１）組子のもの 

（２）ネットのもの 

（３）その他のもの 

床板の材質 （１）木製のもの 

（２）金属製のもの 

（３）その他のもの 

床板の取り付け方法 （１）差込ピンに床板を置いた方式のもの 

（２）ポルトで床板を固定する方式のもの 

（３）枠の上に床板を置いた方式のもの 

（４）その他のもの 

前枠の開閉機構 （１）前開き式のもの 

（２）スライド式のもの 

（３）その他 

キャスター （１）あるもの 

（２）ないもの 

アクセサリー （１）あるもの 

（２）ないもの 



4 

 

表４：型式確認申請手数料 

 

申請窓口 手数料 振込先 

製品安全協会 

 

・申請手数料 

48,950円/型式 （税抜 44,500円/型式） 

 

※ 消費生活用製品安全法に基づく第２号

検査のデータ活用を行う場合は 

 2,200円/型式（税抜 2,000円/型式） 

 

※ 外国からの送金時は、税抜の手数料で

す。 

三菱 UFJ銀行 

東京公務部支店 

普通口座３００４４７ 

口座名 一般財団法人 

    製品安全協会 

MUFJ Bank, Ltd. 

Tokyo-Komubu Branch 

Ordinary Account 300447 

Consumer Product Safety 

Association 

 (Swift Address) 

BOTKJPJT 

・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。 

・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。また、

検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請

求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。 

 

表５：型式確認試験の委託検査機関 

 

名称 送付先 検査試料の

数 

型式確認試験の申込先 一般財団法人日本文化用品安全試験所 

＜大阪事業所＞ 

〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 

TEL.072(968)2226 FAX.072(968)2221 

２個／型式 

 

表６：型式確認試験の有効期限 

 

適合日より５年間 
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表７：工場登録・型式確認の SGマーク表示方法 

 

表示方式 表示方法 

協会支給ラベル方式 図１に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付

します。台紙の寸法は 25mm×15mmです。 

最小交付単位は 50枚です。 

 

 

図１ 協会支給 SGラベル 

 

表示を行うためには、Webからログイン後「SGマーク表示数量

申請」を行い、表８に示す手数料額を振り込んでください。申請

記載事項及び手数料の入金を確認後、登録工場又は申請者が指定

する場所に SGラベルを送付します。 

 

表８：工場登録・型式確認の SGマーク表示手数料 

 

申請窓口 手数料 振込先 

製品安全協会  6.6円/個 （税抜 6円/個） 

 

※ SG ラベルの送付先が外国の場合には、

別途送料が必要です。 

※ 外国からの送金の場合は、税抜の手数料

です。 

三菱 UFJ銀行 

東京公務部支店 

普通口座３００４４７ 

口座名 一般財団法人 

    製品安全協会 

MUFJ Bank, Ltd. 

Tokyo-Komubu Branch 

Ordinary Account 300447 

Consumer Product Safety 

Association 

 (Swift Address) 

BOTKJPJT 

 

表９：SGマーク被害者救済制度の有効期限（ロット認証と共通） 

 

購入日より５年間 
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２．ロット認証による SGマーク表示の場合 

 

表１０：ロット認証の委託検査機関 

 

申請 

窓口 

一般財団法人日本文化用品安全試験所 

ロ ッ ト

認 証 の

申請先 

 

＜東京事業所＞ 

〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4-22-4 

TEL.03(3829)2515 FAX.03(3829)2549 

＜大阪事業所＞ 

〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 

TEL.072(968)2228 FAX.072(968)2221 

 

表１１：ロット認証申請手数料 

 

窓口 手数料 振込先 

一般財団法人 

日本文化用品安

全試験所 

① 13.2円/個 （税抜 12円/個） 

 

② 同等性検査に要する旅費等（委託検査機

関の規程に基づく額） 

委託検査機関が案内する

方法によりお支払い願い

ます。 

・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。 

・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。また、

検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請

求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。 
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表１２：ロット認証の SGマーク表示方法 

 

表示方式 表示方法 

協会支給ラベル方式 図１に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付

します。台紙の寸法は 25mm×15mmです。 

 

 

図１ 協会支給 SGラベル 

 

協会支給ラベルは、同等性検査合格時に委託検査機関から渡し

ます。申請者は SG ラベルをロット認証の申請ロットに含まれる

製品に貼付してください。 

 

 

【作成・改正履歴】 

2021/6/1：新規作成 


